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議案第３９号 

小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 ［改正理由］ 

   行財政改革の推進に向けて、市長、副市長及び教育長の給料月額を臨時的に引き

下げるため改正する。 

 ［内  容］ 

   市長、副市長及び教育長に対し支給する給料月額を次のように引き下げることと

する。（附則第２項関係） 

区 分 減額後の給料月額 本来の給料月額 減 額 率 

市 長 ７ ９ 万 ４ ０ ０ 円 ９８万８，０００円 ２０パーセント 

副 市 長 ７３万５，３００円 ８１万７，０００円 １０パーセント 

教 育 長 ６３万５，４００円 ７０万６，０００円 １０パーセント 

 ［適  用］ 

   令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの期間の市長、副市長及び教育長

の給料月額について適用 


